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１ . 企業局の事業施設

◎山梨県企業局では、電気事業、温泉事業、地域振興事業の 3 事業を経営しています。

１．電気事業

　電気事業は、昭和３２年４月に早川水系西山発電所の運転を開始して以来、堅実な経営を続け、

令和６年４月１日現在早川水系６発電所、笛吹川水系１１発電所、塩川発電所及び小水力１０

発電所の合計２８発電所（120,770kW）を運営しています。

　平成２０年度からは小水力発電所の推進を図るため塩川第二発電所、若彦トンネル湧水発電

所、深城発電所、大城発電所をモデル施設として建設するとともに平成２５年度から１０箇所

程度の小水力発電所を開発する「やまなし小水力ファスト１０」をスタートさせ、令和５年８

月には、６箇所目にあたるふじのしずく発電所の運転を開始しています。

２．温泉事業

　温泉事業は、源泉の保護と温泉地域振興の両面から、５本の源泉を確保し、循環計量給湯方

式により石和・春日居温泉郷の旅館・ホテルや個人などの契約者に、安全かつ安定した温泉供

給を行っています。

３．地域振興事業

　地域振興事業は、地域振興と県民福祉の増進に寄与するため、八ヶ岳山麓に、ゴルフ、パター

ゴルフ、グラウンド・ゴルフ、温泉、屋内遊戯施設、キャンプ、そしてレストランを整備し、

子どもからお年寄りまで広い年齢層の方々が家族ぐるみで楽しめる総合的なスポーツ・レクリ

エーション施設を営業しています。
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２ . 企業局の組織
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３．事業の概要

(1)　電気事業

　電気事業は、昭和３２年、「野呂川流域総合開発計画」の一環として西山発電所の運転を開始

して以来、早川や笛吹川などで令和６年４月１日現在、最大出力 120,770 ｋＷ、２８の水力発

電所を運営しています。令和５年度は、県内需要の 7.0％に相当する、約４億３百万ｋＷｈの電

力を東京電力エナジーパートナー等を通して、家庭や工場などに供給しました。

　この電力は、火力発電に換算すると約 10 万キロリットルの原油を削減し、18 万トンの二酸

化炭素の排出を抑制するなど、再生可能エネルギーの確保及び地球温暖化防止の観点からも重

要な役割を果たしています。

　また、平成２８年度からは、この電力を活用して県内企業等に安価な電力を供給する電力供

給ブランド「やまなしパワー」を東京電力と共同で創設し、平成３１年度からは「やまなしパワー

Plus」令和４年度からは「やまなしパワー NEXT」と、内容を拡充しながら事業を継続してき

ました。令和６年度からは、環境価値メニューに特化した「シン・やまなしパワー」に進化さ

せ東京電力エナジーパートナーと共同で運営しています。

◎早川水系発電所

　昭和２８年、野呂川流域総合開発計画の

一環として、早川上流の奥地開発と電力不

足の解消に寄与するため、電源開発計画に

着手し、昭和２９年１月、西山発電所の建

設に着工しました。

(1) 電源開発と野呂川問題

　早川の上流は、南アルプスとその前山で

ある巨摩山地にはさまれた秘境奈良田、ある

いは西山の名で紹介された文字通りの山間

地で、馬の背か馬のひくトロッコが唯一の

交通機関という全く隔絶された地域でした。

　この早川は古くから有力な電源地帯と注

目されていましたが、大正の末から昭和

の初めにかけて、早川第一、早川第三が早

川水力（現在の東京電力）の手で開発さ

れ、ほとんど同時期に大井川の流域変更

による田代川第一、第二の４発電所（約

68,000kW）の建設が行なわれ、以後この

流域の開発はストップされていました。

　この大きな原因として、巨摩山地の東、

現在の南アルプス市（旧白根町の区域）を

中心とした常習干ばつ地帯の 1,500ha（い

わゆる原七郷）の住民により、かんがいと

飲料水確保のために設立された野呂川水利

組合の慣行水利権のため、早川第三の取水

量が著しく制限されたことがあげられます。

西山ダム発電所
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　この原七郷の住民は、昔から水に苦しみ、元禄の頃より疎水運動が続けられてきたと言われ

ますが、この疎水運動がおこると、旧若草町の区域を中心とした南部湿地帯、いわゆる水下６ヵ

村の住民が、上流に水を一滴でも加えられては水浸しになるとして、激しい反対運動を行い、

結局ご破算となり、この地方で言う「野呂川話」に終ってきたのです。

　県はこの対策として、御勅使川を水源とする上水道の設置と畑地かんがいを原七郷に、また

水下６ヵ村には排水幹線の施工を約束して野呂川話に終止符を打ちました。

(2) 建設の経過（昭和 29 年～昭和 40 年）

イ　西山発電所（出力 18,400kW、総事業費２３億２千万円、砂防事業費１億５千万円）

昭和２９年１月建設に着手し、まず、早川橋から奈良田までいわゆる早川入の道路整

備を行い、西山ダムを砂防ダムとの合併工事として着手、昭和３２年４月営業運転に入

りました。

ロ　奈良田発電所（出力、第一 26,900kW、第二 4,400kW、総事業費５０億６千万円）

昭和３３年１月、奈良田から上流、野呂川、荒川の合流点までの道路の新設に着手し、

次いで発電所建設工事に取り掛かりました。

昭和３４年８月及び９月の２度にわたり、台風７号及び１５号（伊勢湾台風）の襲来を

受け、道路は寸断され、工事中の施設にも莫大な損害を被りました。このため、土砂に

より埋没した奈良田第二発電所の位置を約 1.5km 下流に移転するなどの設計変更を行っ

て工事を再開し、その後は順調に推移し、昭和３６年９月、奈良田第一、第二と相次い

で営業運転に入りました。

ハ　野呂川発電所（出力 20,000kW、総事業費３２億７千２百万円）

昭和３６年１０月、野呂川、荒川合流点から上流へ８㎞の道路新設に着手しました。昭

和３７年１０月には、森林資源開発のため昭和２７年より工事を続けてきた野呂川林道

と野呂川橋で結ばれました。　　　

一方、発電所建設工事も高冷地のため苦労はありましたが、順調に仕上がり、昭和３８

年１２月営業運転に入りました。

(3) その後の経過

　野呂川発電所の建設により開発には一応終止符が打たれ、営業段階に入り、順調な運転を続

けてきましたが、厳しい経済情勢に対処するため、昭和４３年に西山、奈良田、野呂川と３ヶ

所に分かれていた管理組織を１本化し、早川水系として、管理事務所を奈良田第一におき、

４６年に野呂川発電所、５０年に西山発電所を奈良田第一発電所から遠隔制御するように改善

を図り、更に平成１０年４月以降は、発電総合制御所に監視制御業務を移管しました。

(4) 開発の効果

　この開発により、69,700kW の発電力増強がなされたほか、４０㎞近い道路の新設、改修に

より、昭和３０年には秘境奈良田まで定期バスの乗り入れが行われ、昭和３７年には野呂川林

道と結ばれて国中（甲府盆地）と環状道路が形成されました。また、この渓谷は白鳳渓谷と名

づけられ、春の新緑、秋の紅葉は行楽客を楽しませています。

　一方、野呂川上水道は組合の手で昭和３５年５月に完成し、現在は、南アルプス市上下水道

局が市内に給水しています。

　かんがい排水については、釜無川右岸土地改良事業を主体として旧農林省、旧建設省及び山

梨県の手により、昭和４９年度までに完成し、受益は韮崎市他１市 1,930ha に及んでいます。

　更にこの水利問題の解決により、昭和３６年東京電力は早川第一、第三の 42,000kW に及ぶ

出力増強を行うなど、各方面に多大の利益をもたらしました。
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　県営発電事業の第一歩として昭和２９年１１月に着

手、昭和３２年４月営業運転に入りました。秘境といわ

れた西山、奈良田地区に文明の灯をともすとともに、以

後の早川流域の開発の拠点となったことで大きく評価さ

れています。取水口のある西山ダムは昭和３４年の２度

にわたる台風時に砂防ダムとして役目を遺憾なく発揮し

て、下流地域の災害の軽減に寄与しました。

　平成４年度から５年度にかけて、老朽化した水車

発電機等を中心とした全面的な改修を行い、出力を

18,400kW から 18,800kW へ変更しました。

　早川水系発電所管内の中央に位置した、県営第１の規

模を持つ発電所です。建設中は昭和３４年の８月と９月

の２度にわたる台風災害にあい、工事を一時中断し、一

部の計画変更をやむなくされた歴史をもっていますが、

この工事によって野呂川、荒川の合流点まで道路が開通

しました。

　平成６年度から７年度にかけ、老朽化した水車発電機

等を中心とした全面的な改修を行い、出力を 26,900kW

から 27,200kW へ変更しました。

　更に平成２６年度には、最大出力に係る許認可の運用

緩和を受け、性能確認試験を行い、出力を 27,600kW へ

変更しました。

　建設工事は奈良田第一発電所とともに進められ同時に

完成しました。昭和３４年８月台風７号の際に建設中の

発電所基礎が埋没流失したため、当初計画地点より約 1.5

㎞下流の現在地に変更し、建設されました。県営唯一の

カプラン型水車を使用し、西山ダムへ直接放水していま

す。

　平成８年度から９年度にかけ、老朽化した水車発電機

等を中心とした全面的な改修を行いました。

　また、平成２６年度には最大出力に係る許認可の運用

緩和を受け、性能確認試験を行い、出力を 4,400kW か

ら 4,600kW へ変更しました。

　早川流域では最奥地で、南アルプス「間の岳」の直下

に位置し、昭和３８年１２月に営業運転に入りました。

この発電所の主要取水口である小樺えん堤の標高は約

1,450m で日本でも有数の高所取水口です。また、この

工事により奈良田からの工事用道路が野呂川林道と連結

しました。夏は涼を求める観光客で賑わう所ですが、厳

冬下の発電業務は非常に厳しいものがあります。

　平成９年度から１０年度にかけ、老朽化した水車発電
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機等を中心とした改修を行い、平成２６年度には、最大出力に係る許認可の運用緩和を受け、

出力を 20,000kW から 20,300kW へ変更しました。

　また、令和３年度から 5 年度にかけ、屋外変電設備の更新工事を行いました。

　湯島発電所は、西山発電所建設時に調査計画が進めら

れた経過がありますが、昭和４８年の石油事情の悪化と

コスト高により国内循環資源でクリーンな水力が再認識

され、昭和５４年度から調査を行い、計画の成案を得て

昭和５６年度に建設を開始し、昭和５８年４月から営業

運転に入りました。支流の仙城沢川の高落差で安定した

水源を利用するものであり、仙城沢川上流部に取水えん

堤を設けて最大 0.72㎥ /s の取水を行い、延長 480 ｍの

導水路トンネル及び 550 ｍの水圧鉄管により 343.5 ｍの

落差を得て最大 2,000kW の発電を行っています。

　運転開始から 40 年が経過し、大幅な機器の改修が必要となったことから、令和６年度から電

力の安定供給と維持管理費用の低減化を図るため、最大出力を 999kW に見直しを行い、再生

可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT）を活用したリプレースを実施しており、令和９年 3

月の運転開始を予定しています。

　奈良田第三発電所は、早川水系の西山ダム右岸に黒河

内川、白河内川、石小屋沢川の安定した水源と落差を利

用して建設され、昭和６０年４月から営業運転に入りま

した。

　本発電所は、黒河内川、白河内川、石小屋沢川の上流

にそれぞれ取水えん堤を設け、最大 2.04㎥ /s の取水を

行い、延長 2,758m の導水トンネル及び 278 ｍの水圧鉄

管によって、最大 2,500kW の発電を行っています。また、

本発電所は国の「中小水力システム技術信頼性実証試験

（軽負荷ランナ他）」地点に選定されました。

　早川水系取水口監視所は平成１１年６月に完成し、７

月から運用を開始しました。

　山間奥地に点在する取水管理業務の効率化や省力化、

勤務環境の改善を図る目的で建設した施設で、各取水口

の情報を監視カメラなどで収集し、この監視所からゲー

ト機器等の操作を遠隔制御により行っています。

　令和３年度から 5 年度にかけ、遠隔監視制御装置等の

更新工事を行いました。
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◎笛吹川水系発電所

(1) 発電計画決定まで

　笛吹川は京浜地区に近く、かつ急流のため、発電地点として古くから注目されていました。

まず、東京電灯（現在の東京電力）は本川沿いに下流から、笛吹川第一、第二、第三の３発電

所（出力計 8,800kW）の建設を行ない、大正９年から１１年にかけて運転を開始しました。また、

笛吹水電はその下流に藤木第一、第二、第三、小屋敷第一、第二の５発電所（出力計 4,134kW）

を、琴川電力は支流琴川沿いに下流から琴川第一、第二、第三の３発電所（出力計 1,820kW）を、

鼓川水力電気は支流鼓川に出力 380kW の鼓川発電所をそれぞれ建設し、大正の末から昭和の

初めにかけて運転を開始しました。その後、琴川電力は、鼓川水力電気と笛吹水電を合併して、

日本電化工業㈱と名称を変更しました。

　笛吹川水系における新たな河川総合開発事業を検討していた県は、昭和３７年に広瀬ダムの

調査に取りかかり、昭和４０年より旧建設省の補助を受け実施調査に入るとともに、下流水

利権確保のため、日本電化工業㈱ の発電所を買収し、昭和４１年４月より７発電所（出力計

6,080kW）を県営として、営業運転を開始しました。

　しかしながら、この時点での新規発電計画は、当時の新鋭大型火力の低廉な発電原価に押され、

断念せざるを得ませんでした。

　このため笛吹川総合発電計画の中核として計画した広瀬ダムは、昭和４３年治水、畑地かん

がい、上水道の３事業の間でアロケーション（費用配分）を決定し、昭和４４年、山梨県とし

ては初めてのロックフィルダムとして

着工され、次いで昭和４６年、畑地か

んがい事業の国営分が着工されました。

　こうした中で資源、公害、立地等の

問題から石油火力に対する弊害が指摘

され、国内循環資源である水力の見直

しが叫ばれてきたことや、長い間供給

側であった山梨県が、需要の増大に伴

い、時間帯によっては石油火力による

補給を受けるようになったことなどか

ら、発電計画再検討の気運がおこり、

改めて笛吹川総合開発事業への参加を

決め、昭和４８年１月、広瀬、天科、

柚ノ木の３発電所（出力計 34,300kW）

の建設計画を決定しました。

　この計画は、東京電力㈱の笛吹川３

発電所を買収廃止するいわゆるスク

ラップアンドビルドにより、広瀬ダム

の水を利用して、広瀬、天科、柚ノ木

３発電所のピーク運転を行い、柚ノ木

発電所に直結する藤木調整池で水量を

調整し、畑地かんがい及び旧塩山市上

水道用水の供給並びに下流不特定用水

の供給を行い、総合開発計画の一端を

担おうとするものでした。
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(2) 建設の経過（昭和 48 年～昭和 50 年）

　広瀬ダムの工事が順調に進捗したため、計画決定後直ちに、漁業権の補償交渉、東京電力㈱

の発電所の買収などに取りかかり、昭和４８年１１月土木工事に着手しました。また、国営農

業水利事業との協議において、柚ノ木発電所の水路を畑地かんがい事業、上水道事業との３者

の共同施設とすることになりました。

　発電所建設工事は、昭和４８年のいわゆる石油ショックも何とか乗り切り、昭和５０年３月、

広瀬、天科、５月には柚ノ木と相次いで営業運転に入りました。

　この間、広瀬ダムでは、昭和４９年１２月１９日より湛水を開始し、昭和５０年５月に全湛

水を完了しました。

(3) その後の経過

　国において純国産でクリーンな再生可能エネルギーである中小水力が見直される中で、昭和

６３年４月から下釜口発電所を運転開始させ、笛吹川水系における水力発電所は１１箇所にな

りました。

　柚ノ木発電所に併設された柚ノ木制御所において、広瀬、天科、下釜口、藤木の４発電所の

遠隔監視制御、琴川第一外５発電所の随時監視を平成１０年３月まで行ってきましたが、同年

４月以降、発電総合制御所に業務を移管しました。

　また、琴川ダムの建設に伴い、琴川第三発電所を再開発し、平成２０年４月から運転を再開

しています。

農業用水・上水道
藤木発電所他
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　笛吹川水系発電所管内で最大の規模をもつ発電所です。広瀬ダムの貯留水の放流を利用し、

上流の広瀬、天科両発電所とともに、ピーク運転を行っています。

　また、放水路に直結した有効容量 90,000㎥の藤木調整池は、畑地かんがい用水、甲州市他の

上水道用水並びに下流不特定用水の分水の調整、供給を行い、笛吹川の総合開発事業に大きな

役割を果たしています。平成２６～２７年度には水車発電機や藤木調整池の大幅な改修工事を

実施しました。

　なお、平成２７年度には最大出力に係る許認可の運用緩和を受け、性能確認試験を行い、出

力を 17,800kW から 18,100kW へ変更しました。

　広瀬発電所下流約５㎞の山梨市三富川浦地内にありま

すが、集落、学校が近接して騒音規制法が適用されてい

るため特別の配慮がなされています。また、土木設備は

東京電力の旧笛吹川第三発電所の施設をできるだけ利用

して建設されています。

　平成２８～２９年度には水車発電機の大幅な改修工事

を実施し、平成２９年１１月には、最大出力に係る許

認可の運用緩和を受け、性能確認試験を行い、出力を

13,300kW から 13,600kW に変更しました。

　広瀬ダム直下に位置したダム式発電所です。取水は表

面取水方式で広瀬ダムの左岸に設けられた利水放流設備

から分岐導水されています。ダム水位の変化と無関係に

一定水量を使用する流量設定装置により発電所を運転し

ています。令和元～２年度には水車発電機の大幅な改修

工事を実施しました。

　笛吹川本流並びに支流に位置するこれら６つの発電所は、笛吹川総合開発計画の先行投資

として広瀬ダムの下流水利権確保のため県が取得したもので、いずれも大正の末から昭和の

はじめにかけて建設された古い、小出力のものでありましたが、昭和５４年度からの３ヶ年

継続改良工事により、機械設備を除き施設の耐用年数は大幅に延長され、年間の発生電力量も

500kWh 増加しています。

　また、昭和６２年度から琴川第一、琴川第二発電所の水車発電機の全面的な改修を行い、琴

川第一発電所は出力が 840kW から 900kW になりました。更に、藤木発電所は、平成２年から

２ヶ年継続事業で建屋及び水車発電機の全面的な改修を行い、出力を 1,800kW から 1,900kW

へ変更しました。

　平成１１年度からは、２ヶ年継続事業で小屋敷第一、小屋敷第二発電所の水車発電機及び水




